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長官，所長会同

蝿催跨期 ‘ 脇職員蝉
L_－…. ゞ‐ ． ‐.‐． 一一 三二
商裁長官，地・家裁所長

会期
b
e 卜

協&紳蕊

当面の司法行政上の蒲問題
1 6月21日，

22日

雨＝一一巳

2日
総務局 81人

－

長官到嚇打合せ2 11月20

日， 21日
司法行政上の蒲問題

司法行政上の諾問題

司法行政上の賭問題

総務事務全般の遮絡協議

2日 獅裁長官

一

澗栽長官

総務局 8人

長官事務打合せ3 3月15日 1日 －

総務局 8人

澗裁事務局長砺務打苔悪4 1.0月， 2月
（2回）

1脚
総務局 8人

高裁総務課長等事務打合

蕊
5 11月 1日

総務局 16人

戸

り 1 1月 番記官事務全綬の連絡協議1B
総務局 16人

7
ﾛ

5ﾉリ 人事行政等事務全般而蓮霜砺、

人蕊行政率務全般の遮絡協議

213 －

人邸局 8人

8 10月 2日
人事局 16人

9 2月 213
人事局 16人

'01勢閥係等聯打研(潤銅澗諏 9月 2日
経理局 一

一
一

8人

経理関係零ｺ畷¥丁吾を（商裁事務局茨
長）

経理事務打合せ（高裁会計照長7

11 2月 2日
経理局 8人

l2 10月 2日
経理局 16人

経理聯務打合せ（高翫至刷･課長）

調停委員協雛会及び澗停委員表彰式

13 2月 2日
経理局 16人

14 10月 1日 1調停制度の在り方に関し考臓すべき副頭
2蝦高裁提宮表彰

民事局
家庭局

58人

_」

1
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師易裁判所民事卦#件担当裁判官等事務
打合せ

15 10月 1交通損害賠悩訴訟の合理的な群理・判決モ
デルの定蒜を図る上で庁として取り組むべき事
頂
2民事澗停の利点を活かし，利用者のニーズ
に応える澗停遮営及びそれを実現する上で庁と
して取り組むべき事項

1日 1束京，横浜， さいたま，千菜，大阪，京
都，神戸，名古屋，広勘，福岡、仙台，札幌及

民事局 41人一

び高松各流易裁判所の民事所舩事件担当裁判官
1人（できるだけ民或解舩事件及び民事調停鞭
件の両方を担当している蛾判官。なお，東京及
び大阪の各節易裁判所は民率訴訟事件担当裁判
官及び民事鯛停鞭件担当裁判官1人ずつ〉
2上記怖易裁判所を管職する地方栽判所の裁
判官1人

3東京簡易裁判所民事首席書記官並びに大
阪，名古屋，福岡及び札帆の各簡易裁判所首席
霧記官

4横浜， さいたま，千蕊，京都，神戸，広
脇，仙台及び高松の各地方裁判所民事首席祷記
官又は民叫離席撫記官のいずれか1人
1 1 1

首席家庭裁判所NIM査官聯務打合せ 5月 商裁の所在地遡替雌する家裁の首席家庭淵1所
調張官が行う鯛整事務に関し考蹴すべき郡項

16 1.日 筒裁の所在地を轡1膳ずる家裁の首燃家庭謡珂所
澗査官

＝一－

家庭局 lpU －
8人

－－J
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総務事務全般に閲する諭問題 1 番碕等裁判所の総務抑長及び総務
腺牒長補佐鎌
2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
総務牒長

総務腺長等協雛会 各高裁所在地から棚催地
を選定予定（合同側催）

12月～翌年1月 総務局0. 5日 1 16人

高地家裁の首席撚記官及び地家裁の部
総括裁判官（具体的な対験縮剛は未
定）

番記官事務について，首席祷記官として考
職すべき事項蝉

各高裁所在地から|州催地
を選定予定（一部合同開
催）

首席番記官等協継会 総務局1月～2月 未定l i32

高裁の事務局次長及び人事牒長，地家
栽の］IF務局長

人訓電予務の処理に関し考慮すべき事項 各高裁所在地から朋催地
を複数避定（合同iji州M)

人躯関係事務協継会 6月～7月 1日 人事局３
』
４

1 16人

人獅管理_この諾|測個 澗蛾の事務局次長及び人]I"1|1長，地家
裁の郵務局次長

各商裁所在地からIIII'催地
を複数選定予定（合同開
催）

人事管理協雛会 9月～1（)月 人事局1個 約130

人

経理事務の処理に閲し考虚すべき事項 商裁の郡務局次長及び会計牒長，地家
裁の郡務局長

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合l司開
催）

経理関係事秘協継会 6月～7月 0． 5日 経理局5 1 10人

予算の適正執行及び効率的執行に関し，考
応すべき窃項

高裁の会計課長及び地家裁の会計蝶長 各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

会計課長協雛会 1月～2月 1日 経理局 61人6

簡裁の調停制度及び司法委員制度の運用に
関し実務上考蝋すべき那項

補裁の裁判官及び愁記官．民平調停委
風，司法委員

各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

各地裁肺易裁判所民事実務研
究会

民誘局1日～
213

各地蛾で

決定

7

民事調停聯件の処理に必要な基礎的知職の
習得

新任民.i『調停委員 各地裁新任民郡洲停委員研修
会

各地裁で決定

(原則として4月
～7月）

2日 民鞭局 各地識で
決定

8

新任民事鯛停委員民事調停嚇件の処理につき事例研究の方法
による実織的な知賊及び技術の習得

各地裁谷地織で決定（6
月～翌年3月）

新任民事淑停委員ケー
ス研究会

民事局 各地戦で
決定

1 i3９
’
㈹ 民事調停事件の処理につき必要な応用的知

縦及び技術の習将，
2年ないし3年程度の実務経験のある
民事洲停委員

民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

各地裁 民事局1. 1ヨー

2日

各地裁で
決定

一
皿 民事調停事件の処理につき事例研究の方法

による実磯的なﾀil1繩及び技術の習得
民訴鯛停委員 各地裁民蕊調停委員ケース研

究会
各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

民率局1日～

213

各地裁で
決定

1民訴・家事澗停の遮営に関し考戚すべ
き事項
2商裁畏官表形

特地裁及び家裁管内の鯛停協会におい
て指導的地位にある洲停委員

鯛停運営協議会及び訓
伸委員表膨式

各高裁で決定
（9月～11月）

各高裁1,日 民辮局
家庭局

各澗紬で
決定

12

倦地非訟辨件の処理に側し考職すべき事項鑑定委員協議会 開侭する地裁で決
定
（6月～12月）

砿京及び大阪各地裁の燈定萎員 開‘催す為地裁で決定1日 民辨局13 開脳する
地裁で決
定

新任司法委員司法委員としての職務につき必要な基礎的
知雛の習得

新任司法萎員研艦会 各地裁で決定

（1月～3月）

各地裁0． 5日 民辨局 各地蛾で

決定

14

3
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15 司法委員研究会 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

司法委員としての峨務につき必要な実践的
知賊及び技能の習得

]・日～

2m

司法委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

民酬率件担当裁判官協
雄会

翌年1月～2月1.6 1部の実傭に応じて合識の充実・活用を
図るための具体的方雛
2争点中心型の充実した審理を実践する
ために考慰すべき鄭項及び庁として取り組
むべき牒題

1旧 高裁裁判官（陪府)~客1人, ･地裁裁判
官各2人（部総括及び右陪席各1
人） ，地裁の民事首席書記官又は吹席
瞥記官名1人

破産鄭件の破産笹財人，民聯再生事件
の監播委員及び個人再生委員，会社更
生琳件の管財人蟻
1各地裁の執行及び倒産担当の裁判
官1人（民事執行事件と倒産事件を担
当している部が異なる場合には’ 2人
とすることもできる。その場合，執行
については執行官監督官である部総括
裁判官，倒産については部総括裁判官
とする。 1人の堀合は執行官監将官で
ある部総括裁判官）
2衿澗裁の民事首席密記官又は民事
吹席搬記官1人
3各地裁の民事首席審記官又は民事
次席撫記官1人
4総括執行官各1人（ただし，協議
事項2の一部と3のみ）

各商裁（合同I淵催で4側
催，開催地未定）

民事局 158人

管財人等協議会 各地裁で決定
（9月～翌年3
月）

l|7 倒産燕件の管財業務等の処理に関し考慰す
べき辨項

1日 各地雛 各地裁で
決定

民事局

民郡執行事件及び倒産
鄭件担当者等協雛会

11月～12月 1倒産手続の透明性・公平性を高める方
策の検討状況とそのあい路について
2民率執行法改正が執行事務に与える影
轆等について
3執行官事務恋察の実効化に向けた方簸
について

18 1日 各高裁（合同開催）
4庁で実施予定

民事局 1, 60人

程度
(見込み）

刑勤測F件担当裁判官協
雛会

1月～2月 1裁判員制度の運用に関し考倣す哀ぎ事
項

2刑事砺訟法の遮用について

19 1日 （合同開催）4商裁で開
催(II1催地は末定）

刑事局 68人

刑事鑑定研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

刑事事件の鑑定を巡る篭問題20 学賊経験者並びに地謡の裁判官及び欝
記官

0． 5日 各地裁 刑事局 各地裁で
決定

心神礎失者等医疲観察
法関係研究協雛会

各地裁で決定
（8月～翌年3
月）

医療観察那件の処理上問題となる事項及び
実体的な判断の在り方に関して考磁すべき
毒頂

21 柵神保健判定l農及び締神保雌参与員候
補者並びに地裁の裁判官

0 513 各地紬 番地裁で
決定

刑事局

犯罪被害者等の低かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各商裁で決定

（6月～翌年3
月）

犯罪被答者等基本法19条の趣旨蓬踏ま
え，犯罪被害者筆の腿かれた立場，状況等
に関する理解を深めるための意見交換等

22 0. 513 意見交換等のテーマに応じた外部有臓
者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の戦判官及び被害者対･応をする可
能性のある恥員（商‘識管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の峨員各1人
に参加してもらう予定）

容商誠 稀獅裁で
決定

刑事局
家庭局

法廷通訳基礎研修 各地裁で決定
（4月～翌年3
月）

23 法廷通駅経験のない又は少ない初級レベル
の通訳人候補者鎌を対象とした法廷通訳に
必要な知賊・技能の習得

1日 通訳人候補者となることを希望し，か
つ，対象言語の通駅人としての適性を
伽えていると鮒められる者又は通釈人
侯捕者並びに地裁の裁判官及び番記官

刑事局 各地裁で
決定

I
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法廷通訳セミナー 各高裁で決定

（6月～翌年3
月）

中級レベルの通訳人候補者を対象とした法
廷通訳に必要な知職・技能の習得

2日 通訳人候補者並びに商裁及び開侭地面
地裁の裁判官及び審記官

刑率局 各高裁で
決定

0

－

25 東京，大阪各高裁
で決定
（6月～翌年3
月）

法廷通駅フオローアッ
プセミナー

上級レベルの通駅人候補者を対象とした法
廷通訳に必要な知滅・技能の習得

通訳人候補者並びに東京，大阪各商裁
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び搬
記官

2日 》
雑

刑事局

保謹観察に関する連絡
協雛会

各地裁で決定（1
月～2月）

保灘観察の実{iWについて
その他

地裁の裁判官（支部を含ti)及び孫液
観察所の職員

0． 5日26 １
２

刑事局

決定

簡易裁判所刑事z事件担
当裁判官協雛会

1月～2月 1 刑瑚劇f件の運用に関し考職すべき事項

2その他

検察審議会事務局事務について必要な知臓
の取得及び実務上の蒲問題の検討

刑聯事件担当の而易裁判所判調，開催
地所在の地栽判嚇 ．

1日”
｜
鯛

刑事局 1．08人

検察辮査会辺l『務局長研
究会

6月～10月 地裁本庁所在地の検察群査套一F地戟本庁所在地の検察辮査会（複数の
検察審査会が股倣されている場合に
は，第一検察審壷会） ，集約庁（立
川，小田原，沼津，浜松，松本，堺，
姫路，岡崎，小魚，郡山）を含む地方
裁判所支部所在地の検察審査会の事務
局長

0． 5日 刑事局 76人

鮨労働辮判員研修会 各地裁で決定
（4月～6月）

労働群判辨件の処理に必要な基礎的知賊の
習得

新任労働癖判員1日 行政局 各地裁で
決定

労働審判員研究会 各地裁で決定

（原則として9月
～12月）

労働審判事件の処理に必要な専門的知縦の
習得

労側辮判員1日30 行政局 各地裁で
決定

知的財産権訴訟研究会 10月～11月 知的財産権訴訟について考峨すべき実務_la
の諾問題

知財禰裁の戦判官並びに大阪商裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産縦関係事
件を担当する裁判官
（注）主催は知財商裁

31 0. 5日 行政局 22人

知的財産権関係郡件担
当専門委員実務研究会

知的財産幟関係事件における専門委員の関
与の在り方

11月～].2月 1知財商裁の裁判官並びに東京及び
大阪各地裁の知的財産権関係誰件を担
当する裁判官
2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催は知財禰裁
新任家事澗停委員又はこれに準ずる家
率調停委員

32 0． 5日 行政局 知財高裁
で決定

新任家珈洲停委員研修
会

各家裁で決定
（原則として4月
～7月）

家駆澗停事件の処理につき必要な基碓的知
賊の習得

33 1日～

2日
各家裁の本庁又ほ支部 家庭局 各家裁で

決定

34 家郡調停委員研究会 各家裁で決定
（6月～翌年3

月）

家事澗俸黎件の処理につき必要な専門的知
縦の習得

家事鯛停委員1日～

2日
各家裁の禾庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定
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家事澗停委員ケース研
究会

35 各家裁で決定一
（6月～翌年3
月）

各家裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

家庭裁判所蒙燕実務研
究会

36 家蛎聯件の処理に関し老慮すべき事項1日～

213
家裁の裁判官及び祷記官，家裁諏査
官，家事澗停委員，参与員

各家裁の本庁又ほ麦蔀 家庭局 各家裁で
決定

37 家事側係擬関との連絡
協雛会

各家裁で決定
（5月～翌年3
月）

家率率件の処理に閲して連絡服盤を要寸る
辨項

1 1ﾖー

2ifi
家裁の裁判官及び撚記官，家裁鯛査
官，福祉関係，医旅関係，その他協厳
事項に関連する機関・団体の聯員の中
から，各家裁の実憎等を考倣して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

少年関係機関との遮絹
協議会

38 各家裁で決定

（5月～翌年3
月）

少年燕件の処理に関して連絡肌鵬を要する
事項

],日～

2日
各家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

薪任参与員研修会 各家裁で決定
（1月～3月）

39

－

40

1日～

2日
各家裁で決定 家庭局

一

家庭局

各家裁で
決定

参与員研究会 各家裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
各家裁の本庁又啄麦蔀 各家裁で

決定

首席家庭裁判所澗恋官
協継会

4］ 1月～2月 1日

’家庭裁判所鵬査官のI側認醗簿に側し|首備雛鑛判所調蚕菅考職すべき事項
（合同開催)~※予定『‐
東京（東京，札幌） 1
阪（大阪，広島） ， ‘
屋（鍋古屋，仙台） ，
岡臨岡、商松）
各商裁

（一部合同開催）
來京，大阪，名古屋，
岡，札幌（仙台．
幌） ，高職（広励，
松）

家庭局 50人
大
古
福

。
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2首席家庭裁判所柵恋官の執務に関し考
雌すべき事項

家事事件担当裁判官辱
協雛会

42 各高裁で決定
（1月～2月）

1日
家庭局 谷碕裁で

決定
福
札
高
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